
（令和６年９月現在）

１. 最低賃金・賃上げを行う場合の支援策

岩手県・岩手労働局においては、事業主の皆様の雇用に関するお悩みに対応できるよう、以下の支援

策を実施していますので、お気軽にご相談下さい。

・事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行う、中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部
を助成。

岩手県・岩手労働局における事業主に対する支援策について

・有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者
について、正社員化、賃金引上げ、社会保険の適用等の処遇改善の取組を実施
した事業主に助成。

・事業主からの賃金引上げに向けた経営・労務管理に関する相談に対して、専門
家による無料相談と専門家の派遣を実施。

２.生産性向上の取組を行う場合の支援策

・職場環境の改善、労働時間の縮減等に向けた取組を行い、生産性向上や業務効
率化等を目指す中小企業事業主に、その経費を助成。①業種別課題対応コース、
②労働時間短縮・年休促進支援コース、③勤務間インターバルコース、④団体推進
コース、の全４コース。

業務改善助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

キャリアアップ助成金
【相談先】岩手労働局職業安定部

職業対策課助成金センター

専門の相談窓口 【相談先】岩手働き方改革推進支援センター

働き方改革推進支援助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

・厚生労働省では経済産業省・中小企業庁と連携し、最低賃金の引上げにより、
影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。各種支援措置の詳細や
関連する相談窓口がわかるリーフレットについては、右記QRコードから厚生労働
省ホームページよりアクセス・ダウンロードできます。

・雇用する労働者に対して職務に関連した知識・技能を習得させるための職業訓練
等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。「人材育成
支援コース」、「人への投資促進コース」、「事業展開等リスキリング支援コース」等、
６つのコースで構成。

人材開発支援助成金
【相談先】岩手労働局職業安定部

職業対策課助成金センター



３.人材確保や職場環境の改善を行う場合の支援策

・各事業所が求める人材の確保に向けて、県内１２カ所のハローワークにおいて
マッチング支援（求職者の紹介、求人条件の相談等）を実施。

ハローワークでの人材確保支援 【相談先】各ハローワーク

・働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環
境整備に取り組む事業主に助成。

両立支援等助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

・働きやすい職場づくり等の働き方改革を通じて、人手不足解消に向けた人材の確
保・定着に関する専門家による無料相談とその専門家の派遣を実施。

専門の相談窓口 【相談先】岩手働き方改革推進支援センター

４.多様な人材を雇用する場合の支援策

・７０歳までの就業機会確保等に向けた環境整備のため、６５歳を超える定年引き
上げや継続雇用制度導入等に向けた意識啓発・機運を醸成。

高齢者の就労 【相談先】各ハローワーク

・障害者雇用ゼロ企業に対し、ハローワークと地域の関係機関が連携し、採用準備
から採用後の職場定着まで一貫した雇い入れを支援。

障害者の就労支援 【相談先】各ハローワーク

・障害者の職場定着のため、障害のある有期雇用労働者等を、より安定度の高い
雇用形態である正規雇用労働者等へ転換した事業主に助成。

キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース） 【相談先】岩手労働局職業安定部
職業対策課助成金センター

・事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を
行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主が労働者に支払った休業手当
等の一部を助成。(一部の労働者を対象とした短期間休業も助成対象。)。

雇用調整助成金

５.事業活動の縮小を行う場合の支援策 ※次頁へ続く

【相談先】岩手労働局職業安定部
職業対策課助成金センター


